
映
画

種
類 第

二

千

五

百

号

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
六
日

ラ
ヴ
レ
ー
ス

(原
題
)Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｅ
Ｌ
Ａ
Ｃ
Ｅ

ア
メ
リ
カ
ン
・
パ
イ
パ
イ
パ
イ
！
完
結
編
俺
た
ち
の
同
騒
会

(原
題
)Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｒ
Ｅ
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｏ
Ｎ

野
蛮
な
や
つ
ら
／
Ｓ
Ａ
Ｖ
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｓ
ノ
ー
カ
ッ
ト
版

(原
題
)Ｓ
Ａ
Ｖ
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｓ

娼
婦
の
館
突
か
れ
て
濡
れ
る

捨
て
が
た
き
人
々

義
母
昇
天
家
庭
内
Ｓ
Ｅ
Ｘ
と
は
？

絶
妙
色
洗
い
玉
ま
で
し
ゃ
ぶ
れ
！

イ
ノ
セ
ン
ト
・
ノ
ワ
ー
ル

乱
交
の
門
む
さ
ぼ
り
調
教

題
名

等

(

火
曜
日)

日
活

東
宝

東
和

東
宝

東
和

新
東
宝
映
画

ア
ー
ク
エ
ン
タ
テ
イ

ン
メ
ン
ト

新
日
本
映
像

新
日
本
映
像

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

配
給
会
社
名
等

目

次

告

示

○
有
害
興
行
の
指
定

(

男
女
参
画
青
少
年
課)

七
六
九
ペ
ー
ジ

○
共
同
漁
業
の
免
許

(

農

政

課)

七
七
〇

○
遊
漁
規
則
の
認
可

(

同

)

七
七
〇

○
瑞
浪
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可

(

下

水

道

課)

七
七
一

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

七
七
二

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(
建
築
指
導
課)

七
七
二

正

誤

○
岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
中
訂
正

(

障
害
福
祉
課)

七
七
三

○
県
道
の
路
線
変
更
中
訂
正

(

道
路
維
持
課)

七
七
三

○
道
路
の
供
用
開
始
中
訂
正

(

同

)
七
七
三

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
三
十
五
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
興
行
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
六
日



内
共
第
四
十
七
号

漁
業
の
免
許
の
内

容
た
る
べ
き
事
項

等
の
告
示
の
際
の

公
示
番
号

内
共
第
四
十
七
号

免

許

番

号

石
徹
白
漁
業
協
同
組
合

郡
上
市
白
鳥
町
石
徹
白
第
三

六
号
五
二
番
地

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

平
成
二
十
五
年
岐
阜

県
告
示
第
三
百
十
二

号
の
と
お
り

免
許
の
内
容
等

や
ま
め

い
わ
な

に
じ

あ
ゆ
魚
種

郡
上
市
白
鳥
町
石
徹
白
の
峠
川

の
う
ち
石
徹
白
川
本
流
と
の
合

流
点
か
ら
一
の
瀬
堰
堤
ま
で
の

三
、
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
区
間

区
域

石
徹
白
川
の
字
日
平
に
あ
る
日
平
淵
上
下
五
〇
〇
メ
ー

ト
ル
の
区
域

石
徹
白
川
の
第
一
堰
堤
か
ら
第
二
堰
堤
ま
で
の
区
域

石
徹
白
川
の
字
河
ウ
レ
山
の
大
滝
か
ら
上
流
全
域

小
白
山
谷
の
本
川
及
び
支
派
川
全
域

朝
比
奈
川
の
宮
川
橋
上
流
端
か
ら
保
川
と
の
合
流
点

ま
で
の
区
域

禁
止
区
域

二
月
一
日
以
降
で
組
合
が
定
め
て
公
示
す
る
日
か
ら
九
月
三
十
日

五
月
十
一
日
以
降
で
組
合
が
定
め
て
公
示
す
る
日
か
ら
十
二
月
三

十
一
日
ま
で

遊
漁
期
間

や
ま
め

い
わ
な

に
じ
ま
す

魚
種

二
月
一
日
以

降
で
組
合
が

定
め
て
公
示

す
る
日
か
ら

九
月
三
十
日

ま
で

期
間

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

(

あ
じ
め
ど
じ
ょ
う
及
び
か
じ
か
に
限

る
。)

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

禁
止
期
間一

疑
似
餌
釣(

ル
ア
ー
、
フ

ラ
イ
又
は
て
ん
か
ら)

に
限

る
も
の
と
す
る
。

二

採
捕
し
た
魚
類
は
、
そ
の

場
で
放
流
す
る
こ
と
。

そ
の
他

２
指
定
年
月
日

平
成
25年
11月
26日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
､
又
は
著
し
く
残
忍
性
を
助
長
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成

を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
五
百
三
十
六
号

漁
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
九
月

一
日
第
五
種
共
同
漁
業
を
次
の
と
お
り
免
許
し
た
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号

漁
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
五
年
九
月
一
日
内
共
第
四
十
七
号
の
第
五
種
共
同
漁
業
権
遊
漁
規
則
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第

七
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

１

名
称

石
徹
白
漁
業
協
同
組
合

２

住
所

郡
上
市
白
鳥
町
石
徹
白
第
三
六
号
五
二
番
地

二

遊
漁
に
つ
い
て
の
制
限
の
範
囲

１

漁
具
・
漁
法
に
つ
い
て
の
制
限

手
釣
又
は
竿
釣
に
限
る
も
の
と
す
る
。

２

禁
止
区
域
及
び
禁
止
期
間

３

キ
ャ
ッ
チ
ア
ン
ド
リ
リ
ー
ス
の
区
域
等

４

遊
漁
期
間

第２５００号 岐 阜 県 公 報 平成25年11月26日 ( 770 )



中
学
生
、
心
身
障
害
者(

身
体
障
害
者
手
帳
又
は
療

育
手
帳
の
所
持
者)

又
は
七
十
五
歳
以
上
の
者

小
学
生
以
下

区
分

や
ま
め

い
わ
な

に
じ

ま
す

魚
種

ま
す

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満

全
長

ま
で

一
日

五
〇
〇
円

一
年

二
、
五
〇
〇
円

無
料
額

５

全
長
制
限(

採
捕
禁
止)

三

遊
漁
料
の
額
及
び
そ
の
納
付
の
方
法

１

遊
漁
料
の
額

一
日

一
、
○
○
○
円

一
年

五
、
○
○
○
円

２

減
免
対
象
者
の
遊
漁
料
の
額

３

納
付
方
法

一�
遊
漁
料
は
、
漁
業
権
者
の
指
定
す
る
遊
漁
証
取
扱
所
に
お
い
て
納
付
す
る
こ
と
。

二�
日
釣
に
よ
る
遊
漁
の
場
合
に
は
、
遊
漁
を
す
る
場
所
に
お
い
て
漁
場
監
視
員
に
納
付
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
遊
漁
料
は
、
一
、
〇
〇
〇
円(

中
学
生
、
心
身
障
害
者

又
は
七
十
五
歳
以
上
の
者
は
、
五
〇
〇
円)

を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

四

遊
漁
承
認
証
に
関
す
る
事
項

１

漁
業
権
者
は
、
遊
漁
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
遊
漁
承
認
証
を
遊
漁
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す

る
。

２

遊
漁
承
認
証
は
、
他
人
に
貸
与
し
て
は
な
ら
な
い
。

五

遊
漁
に
際
し
守
る
べ
き
事
項

１

遊
漁
者
は
、
遊
漁
を
す
る
場
合
に
は
、
遊
漁
承
認
証
を
携
帯
し
、
漁
場
監
視
員
の
要
求
が
あ
っ

た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

遊
漁
者
は
、
遊
漁
に
際
し
て
は
、
漁
場
監
視
員
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

遊
漁
者
は
、
遊
漁
に
際
し
て
は
、
相
互
に
適
当
な
距
離
を
保
ち
、
漁
業
者
及
び
他
の
遊
漁
者
の

迷
惑
と
な
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

六

漁
場
監
視
員
に
関
す
る
事
項

１

漁
場
監
視
員
は
、
遊
漁
者
に
対
し
、
遊
漁
規
則
の
順
守
に
関
し
て
必
要
な
指
示
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

２

漁
場
監
視
員
は
、
漁
場
監
視
員
証
を
携
帯
し
、
か
つ
、
漁
場
監
視
員
で
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る

腕
章
を
つ
け
る
も
の
と
す
る
。

七

違
反
者
に
対
す
る
措
置
に
関
す
る
事
項

漁
業
権
者
は
、
遊
漁
者
が
こ
の
規
則
に
違
反
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
者
に
遊
漁
の
中
止
を
命

じ
、
以
後
の
そ
の
者
の
遊
漁
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
遊
漁
者
が
既
に

納
付
し
た
遊
漁
料
の
払
戻
し
は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

八

遊
漁
規
則
の
施
行
日

平
成
二
十
五
年
九
月
一
日

岐
阜
県
告
示
第
五
百
三
十
八
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
瑞
浪
都
市
計

画
下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

瑞
浪
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

瑞
浪
都
市
計
画
下
水
道
事
業

瑞
浪
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
七
年
十
月
六
日
か
ら

平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。
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公

示

同
西
建
築
第
五
二
号
の
四

同

二
〇
・

七
・
二
三

同
西
建
築
第
五
四
号
の

一
四

同
二
〇
・

九
・
二
九

同
西
建
築
第
五
四
号
の

一
八

同
二
〇
・
一
二
・

二

同
西
建
築
第
五
四
号
の

二
六

同
二
一
・

三
・
一
七

同
岐
西
建
築
第
九
六
号
の
二

同

二
五
・

四
・
二
四

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
九

四
号
の
一
二

平
成
二
五
・

七
・
二
四

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

安
八
郡
輪
之
内
町
里
字
大
瀬
町
一
〇
〇
番
二
、

一
〇
〇
番
五
、
二
三
九
番
四
か
ら
二
三
九
番

六
番
ま
で
、
二
四
五
番
四
及
び
同
町
南
波
字

村
東
四
四
九
番
九
の
う
ち
Ｂ
工
区

本
巣
市
温
井
字
中
屋
敷
五
三
番
の
一
部
外
九

筆
及
び
本
巣
市
所
管
法
定
外
公
共
物(

水
路)

瑞
穂
市
馬
場
前
畑
町
三
丁
目
一
八
番
、
二
六

番
及
び
二
七
番

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

緑
地

道
路

道
路

公
共
施
設
の

種
類

同 同 開
発
登
録
簿

に
よ
る

公
共
施
設
の

位
置
及
び
区

域

広
島
県
福
山
市
東
深
津
町
四
丁
目
二
〇
番
一
号

福
山
通
運
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小

丸

法

之

東
京
都
荒
川
区
西
日
暮
里
五
丁
目
二
一
番
七
号

株
式
会
社
ダ
イ
ナ
ム
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ポ
ー
ト

代
表
取
締
役

齋

藤

守

揖
斐
郡
池
田
町
本
郷
一
三
八
一
番
地
の
一
六

株
式
会
社
さ
く
ら
ホ
ー
ム

代
表
取
締
役

松

原

和

彦

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
七
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ま
あ
む

三

代

表

者

の

氏

名

伊
東

未
由

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町
大
字
上
秋
九
四
六
番
地
一
〇

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
妊
娠
・
出
産
を
き
っ
か
け
に
家
庭
で
育
児
に
従

事
す
る
母
親
に
、
社
会
の
中
で
の
活
躍
の
場
を
与
え
、
家
庭
と
社

会
と
の
つ
な
が
り
を
深
め
る
事
業
を
行
い
、
女
性
の
柔
軟
な
就
労

環
境
の
実
現
、
未
来
を
見
据
え
た
育
児
環
境
、
教
育
環
境
、
福
祉

環
境
の
改
善
、
文
化
・
芸
術
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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岐
阜
県
指
令
東
建
築
第
七
八

号
の
二

平
成
二
五
・

三
・
二
六

同
東
建
築
第
七
九
号

平
成
二
五
・

六
・
一

九
同
中
建
築
第
五
五
号
の
四

同

二
四
・
一
二
・
二
七

同
中
建
築
第
六
三
号

同
二
五
・

八
・
二
一

同
西
建
築
第
八
四
号
の

八同
二
五
・

二
・
二
六

同
岐
西
建
築
第
一
〇
〇

号
の
一
七

同
二
五
・
一
〇
・
一
五

中
津
川
市
茄
子
川
字
堤
下
二
〇
七
七
番
一
八
、

二
〇
七
七
番
六
一
の
一
部
、
二
〇
七
七
番
一

三
九
の
一
部
、
二
〇
七
七
番
二
四
三
、
二
〇

七
七
番
七
六
〇
及
び
二
〇
七
七
番
七
六
五

美
濃
加
茂
市
加
茂
野
町
市
橋
字
内
田
六
五
六

番
及
び
六
六
四
番

緑
地

道
路
・
公
園

・
下
水
道

同 同

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
丸
の
内
二
丁
目
九
番
四
〇
号

株
式
会
社
ア
ル
ペ
ン

代
表
取
締
役

水

野

泰

三

下
呂
市
金
山
町
金
山
三
二
五
六
番
地
の
一

有
限
会
社
サ
ン
ワ
開
発

代
表
取
締
役

長
谷
川

康
重
要
な

経
過
地

重
要
な

経
過
地

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
号
外�二十
岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

岐

阜
県
規
則
第
五
十
一
号)

二
頁
上
段
前
か
ら
三
行
目
及
び
四
行
目
中｢第

78条
第
１
項
第
２
項
第
１
号
｣

は｢第
78条
第
１
項
､
第
２
項
第
１
号
｣

の
、
同
段
前
か
ら
四
行
目
及
び
五
行
目
中｢､

第
３
号
｣

を
｢及
び
第
３
号
｣

に
、｢寄

附
金
に
限
る
｡)
｣

を｢寄
附
金
に
限
る
｡)
に
規
定
す
る
寄
附
金
に
限
る
｡)

｣

は

｢､
第
３
号
(地
方
税
法
第
314条

の
７
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
寄
附
金
に
限
る
｡)
｣

を

｢及
び
第
３
号
(地
方
税
法
第
314条

の
７
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
寄
附
金
に
限
る
｡)
に
規
定
す

る
寄
附
金
に
限
る
｡)
｣

の
、
五
頁
下
段
前
か
ら
三
行
目
中｢決

定
｣

は｢決
定
の
｣

の
、｢裁

決
｣

は

｢裁
決
の
｣

の
誤
り
。

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

平
成
二
十
五
年
九
月
三
日
第
二
千
四
百
七
十
六
号

県
道
の
路
線
変
更(

岐
阜
県
告
示
第
四
百
十
六

｢

号)

五
八
四
頁
上
段
の
表
中｢

70｣

は｢

270｣

の
、

は

の
誤
り
。

｣
｣

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日
第
二
千
四
百
九
十
一
号

道
路
の
供
用
開
始(

岐
阜
県
告
示
第
四
百

九
十
一
号)
七
〇
三
頁
下
段
の
表
中 ｢

平
成

一
七
・
一
一
・
一
八

平
成

二
五
・
一
〇
・
二
五｣

は
、｢

平
成

一
七
・
一
一
・
一
八｣

の
誤
り
。
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平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
六
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


